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平
成
19
年
度
を
迎
え
て
か
ら
１

か
月
が
過
ぎ
ま
し
た
が
、
今
ま
で

勤
め
て
い
た
会
社
を
退
職
し
、
健

康
保
険
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

方
は
国
保
へ
の
加
入
、
ま
た
、
国

民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
た
方

が
就
職
し
て
会
社
等
の
健
康
保
険

に
加
入
し
た
場
合
は
、
国
保
か
ら

の
脱
退
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

会
社
や
健
康
保
険
組
合
か
ら
の

連
絡
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず

届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

特
に
国
保
に
加
入
す
る
方
は
、

し
ば
ら
く
期
間
を
お
い
て
届
出
を

し
た
場
合
で
も
、
加
入
日
と
保
険

税
は
他
の
健
康
保
険
を
喪
失
し
た

日
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

●

同
じ
世
帯
の
だ
れ
か
に
、
次
の

よ
う
な
こ
と
が
あ
て
は
ま
る
と
き

は
、
そ
の
都
度
必
ず
14
日
以
内
に

届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問�

住
民
課
国
民
健
康
保
険
係�

内�

２
１
１
６�

こ ん な と き
・他の市区町村から転入してきたとき�
・会社の健康保険をやめたとき�
・会社の健康保険の被扶養者からはずれたとき�

・子どもが生まれたとき�
・生活保護を受けなくなったとき�

手 続 き に 必 要 な も の
印鑑、他の市区町村の転出証明書�

印鑑、会社の健康保険をやめた証明書�

印鑑、被扶養者からはずれた証明書�

印鑑、保険証、母子健康手帳�

印鑑、保護廃止決定通知書�

こ ん な と き �

・他の市区町村に転出するとき�
・会社の健康保険に入ったとき�
・会社の健康保険の被扶養者になった�
　とき�
・国保の被保険者が死亡したとき�
・生活保護を受けるようになったとき�

手 続 き に 必 要 な も の �

印鑑、保険証�

印鑑、国保と会社の健康保険の両方の�

保険証（保険証未交付のときは加入した

ことを証明するもの）�

印鑑、保険証�

印鑑、保険証、保護開始決定通知書�

こ ん な と き �

・退職者医療制度の対象になったとき�
・町内で住所が変わったとき�
・世帯主や氏名が変わったとき�
・世帯を分けたり、一緒にしたとき�
・保険証をなくしたときや汚して使えな
　くなったとき�

手 続 き に 必 要 な も の �

印鑑、保険証、年金証書�

�

印鑑、保険証�

�

印鑑、本人を証明できるもの�

（運転免許証、納税通知書等）�

国保に入るとき�

国保をやめるとき�

その他�

20
歳
か
ら
60
歳
に
な
る
ま
で
の

40
年
間
は
全
員
が
国
民
年
金
の
被

保
険
者
で
す
。職
業
な
ど
に
よ
り
、

加
入
の
種
別
は
次
の
３
つ
に
分
か

れ
ま
す
。

第
１
号
被
保
険
者
自
営
業
者
や
無
職

の
方
な
ど

第
２
号
被
保
険
者
会
社
員
や
公
務
員

問�

内�

住民課�
国民年金係�
２１１７�

人生の�

節目には�

国民年金の

種別変更を�

人生の�

節目には�

国民年金の

種別変更を�

第
３
号
被
保
険
者
会
社
員
等
の
被
扶

養
配
偶
者

結
婚
や
就
職
な
ど
に
よ
り
加
入

の
種
別
が
変
わ
る
と
き
は
年
金
の

届
出
が
必
要
で
す
。
届
出
の
遅
れ

が
２
年
を
過
ぎ
た
期
間
は
未
納
期

間
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。
届
出
忘
れ
や
納

め
忘
れ
か
ら
年
金
が
受
け
ら
れ
な

い
と
い
う
こ
と
が
な
い
よ
う
、
自
分

の
年
金
は
自
分
で
守
り
ま
し
ょ
う
。

次
の
よ
う
な
と
き
は
、
自
分
が

国
民
年
金
の
第
何
号
被
保
険
者
な

の
か
、
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●

20
歳
に
な
っ
た
と
き

●

就
職
し
た
と
き

●

退
職
し
た
と
き

●

結
婚
し
た
と
き

●

離
婚
し
た
と
き

●

第
３
号
被
保
険
者
の
配
偶
者

（
夫
）
が
転
職
し
た
と
き

●

厚
生
年
金
・
共
済
組
合
加
入
者

の
扶
養
か
ら
は
ず
れ
た
と
き

手
続
き
に
必
要
な
も
の

健
康
保
険
資
格
喪
失
証
明
書
、

離
職
票
、
退
職
証
明
書
、
年
金
手

帳
、
会
社
の
保
険
証
な
ど

児
童
手
当
制
度
の�

　
　
　
ご
　
案
　
内�

問�

福
祉
課
児
童
係�

内�

２
１
６
０�

児
童
手
当
は
、
小
学
校
修
了
前

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
に
支

給
さ
れ
ま
す
（
所
得
制
限
あ
り
）。

な
お
、
３
歳
未
満
児
の
手
当
額

に
つ
い
て
は
、
平
成
19
年
４
月
１

日
か
ら
出
生
順
位
に
か
か
わ
ら
ず

一
律
１
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

支
給
額
（
月
額
）

●

３
歳
未
満
　
１
万
円

●

３
歳
以
上
　

第
１
子
・
第
２
子

５，
０
０
０
円

第
３
子
以
降

１
０，
０
０
０
円

（
申
請
日
の
翌
月
分
か
ら
支
給
）

所得制限限度額表（18年中の所得）�

※ここでいう所得とは、収入から必要経費（給与所得控除等）を差し引き、さらに８万円引いた額です。�

扶養親族等の人数�

０  人�
１  人�
２  人�
３  人�
４  人�
５  人�
６人以上�

国民年金加入者

４６０万円未満
４９８万円未満
５３６万円未満
５７４万円未満
６１２万円未満
６５０万円未満

１人増すごとに３８万円加算�

厚生年金加入者

５３２万円未満
５７０万円未満
６０８万円未満
６４６万円未満
６８４万円未満
７２２万円未満

１人増すごとに３８万円加算�

パ
パ
・
マ
マ
応
援
シ
ョ
ッ
プ�

　
　
　
　
　
　
　
募
　
集�

〜
子
育
て
家
庭
へ
の
特
典
を
考
え

て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
？
〜

埼
玉
県
で
は
、
協
賛
店
舗
に
よ

る
子
育
て
家
庭
（
中
学
生
ま
で
の

子
ど
も
を
持
つ
家
庭
お
よ
び
出
産

予
定
家
庭
）
を
対
象
と
し
た
優
待

制
度
を
実
施
し
ま
す
。

協
賛
の
内
容

優
待
カ
ー
ド
を
提

示
し
た
お
客
様
に
特
典
サ
ー
ビ
ス

を
実
施
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

特
典
内
容

代
金
割
引
、
ポ
イ
ン

ト
追
加
、
無
料
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の

特
典
を
、
協
賛
店
舗
で
自
由
に
決

め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

・

福
祉
課
児
童
係

２

１
２
８
ま
た
は
埼
玉
県
福
祉
部
少

子
政
策
課
�
８
３
０
―

３
３
４
３ 内�

問�

申�
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ご
存
じ
で
す
か
？ 

小
児
初
期
救
急
医
療 

問�

保
健
セ
ン
タ
ー 

� 

７
２
０
―
５
０
０
０ 

夜
間
に
子
ど
も
が
突
然
の
病
気

や
け
が
な
ど
を
し
た
と
き
に
対
応

す
る
た
め
、
桶
川
北
本
伊
奈
地
区

で
は
、
18
年
10
月
か
ら
小
児
初
期

救
急
医
療
体
制
を
と
っ
て
い
ま

す
。
お
子
さ
ん
の
急
な
病
気
や
け

が
な
ど
の
際
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
お
子
さ
ん
の
健
康
管
理

に
は
、
日
ご
ろ
の
備
え
も
大
切
で

す
。
か
か
り
つ
け
医
を
も
ち
、
体

調
の
悪
い
と
き
や
休
み
の
前
な
ど

に
心
配
な
と
き
は
早
め
に
受
診

し
、
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

診
療
日

毎
週
月
〜
金
曜
※
土
・

日
曜
、
祝
日
、
年
末
年
始
（
12
月

29
日
〜
翌
年
１
月
３
日
）
を
除
く

診
療
時
間

20
時
〜
22
時

診
療
医
療
機
関

桶
川
北
本
伊
奈

地
区
の
医
療
機
関
が
在
宅
当
番
医

（
輪
番
）
制
で
実
施
す
る
た
め
、

診
療
日
に
よ
っ
て
は
町
外
の
医
療

機
関
が
当
番
医
と
な
り
ま
す
。

当
番
医
療
機
関

伊
奈
町
消
防
本

部
・
署
�
７
２
２
―
８
１
１
１
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
当
番

医
療
機
関
を
紹
介
し
ま
す
。

診
療
内
容

子
ど
も
の
急
患
に
対

す
る
応
急
処
置

そ
の
他

夜
間
の
診
療
と
な
る
た

め
、
会
計
等
の
取
り
扱
い
が
異
な

り
ま
す
。（
健
康
保
険
証
は
お
持

ち
く
だ
さ
い
）

ま
た
、
受
診
前
に
当
番
医
療
機
関

へ
の
電
話
連
絡
を
お
勧
め
し
ま
す
。

保
健
セ
ン
タ
ー
�
７
２
０

―
５
０
０
０

問�

４
月
か
ら
「
古
着
・
古
布
」
の

収
集
業
務
が
始
ま
り
ま
し
た
。

「
古
着
・
古
布
」
と
「
古
紙
」

は
、
同
じ
日
時
（
月
２
回
）
に
集

積
場
所
に
出
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
ぞ
れ
別
の
回
収
車
で
収
集
を

商
業
統
計
調
査
は
、
日
本
の
商

業
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
行
う
調
査
で
、
全
国
の
商
業

（
卸
売
業
・
小
売
業
）
を
営
む
す

べ
て
の
事
業
所
（
店
舗
）
を
対
象

に
実
施
し
ま
す
。

５
月
下
旬
か
ら
調
査
員
が
伺
い
ま

す
の
で
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

企
画
課

２
２
１
３

内�

問�

行
う
た
め
、
古
紙
の
束
（
新
聞
・

雑
誌
・
ダ
ン
ボ
ー
ル
）
と
古
着
袋

を
重
ね
ず
に
、
分
け
て
集
積
所
に

出
し
て
く
だ
さ
い
。

皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

環
境
対
策
課

２
２
５
３

内�

問�

「
古
着
・
古
布
」

「
古
着
・
古
布
」「
古
紙
」

「
古
紙
」
の
出
し
方
に
つ
い
て

の
出
し
方
に
つ
い
て�

「
古
着
・
古
布
」

「
古
着
・
古
布
」「
古
紙
」

「
古
紙
」
の
出
し
方
に
つ
い
て

の
出
し
方
に
つ
い
て�

「
古
着
・
古
布
」「
古
紙
」
の
出
し
方
に
つ
い
て�

 卸売・小売業�
 を営む皆様へ�

商業統計調査�
に�

ご協力を�
 調査日は�
 6月1日です�

古着� 雑誌�

【正しい例】�

【悪い例】�

古着�

古着�

雑誌�

５月31日は
自動車税の納期限です
自動車税はコンビニでも納

められます。
忘れずに、５月31日までに

納めましょう。
上尾県税事務所

�７７２－７１１１
問�

町税等の納期のお知らせ�
納付は納期限までにお忘れなく�

納付期限５月31日�
　　軽自動車税　　全期�

　　固定資産税　　１期�
納期内の納付にご協力ください。�

　町税等の納付は、便利な口座振替を

ご利用ください。口座振替申込書は、

納付書に綴られているほか、役場収税

課窓口にあります。通帳・通帳使用印

をご持参のうえ、役場収税課または取

扱い金融機関でお申し込みください。�

※口座振替の開始は、申込月の翌月末

以降の納期分からとなります。�

　 収税課　 ２１４３�

つづ�

問� 内�

「PROTECTING HUMAN DIGNITY」�
守ろう人間の尊さを�

　５月は『赤十字運動月間』です。�
　５月８日は『世界赤十字デー』です。�
（赤十字の創立者アンリー・デュナンの誕生日）�
赤十字は皆様から寄せられた社資（活動資金）
により、災害救護活動・国際救援活動・救急法
等講習事業・血液事業・医療事業などさまざま
な活動を展開しています。�

　　日本赤十字社埼玉県支部�
　　　　　　　　伊奈町分区�

前回（16年）調査に�
　  おける伊奈町の実態�

�

卸売業�

小売業�

合　計�

事業�
所数

66 

169 

235 

従業�
員数

797 

1,198 

1,995 

売場�
面積(㎡）

0 

18,978 

18,978 

年間商品�
販売額（万円）

9,760,218 

2,409,794 

12,170,012 

平成16年商業統計調査より抜粋�


